
【被災学生対象】 

東日本大震災緊急給付奨学金について 
 

対 象 

東日本大震災による被災が次のいずれかに該当する学部学生・大学院生で、経済的困窮に

より修学困難な状態にある者。 

（１） 主たる家計維持者が死亡または行方不明の者 

（２） 主たる家計維持者が所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊または流失した者 

（３） 主たる家計維持者が所有する自宅家屋が半壊または津波により床上浸水した者 

（４） 主たる家計維持者が、福島原子力発電所の事故に伴う避難指示または避難勧告等

により、所有する自宅家屋を長期にわたって使用できない者 

（５） その他震災による直接的被害により、主たる家計維持者が、甚大な経済的損失を

受けた者 

 

給付額 

上記（１）および（２）に該当する者  ４０万円 

上記（１）および（３）に該当する者  ３０万円 

上記（１）および（４）に該当する者  ３０万円 

上記（１）に該当する者        ２５万円 

上記（２）および（４）に該当する者  ２５万円 

上記（２）に該当する者        １５万円 

上記（３）および（４）に該当する者  １５万円 

上記（３）または（４）に該当する者   ８万円 

上記（５）に該当する者        １０万円 

 

申請書類 

 ①奨学金申請書（本学所定）、②口座届（本学所定）、③罹災（または被災）証明書、 

 ④その他、必要に応じて求める書類 

 

申請期間 

第一期 平成２３年５月２４日 ～ 平成２３年６月 ３日 

第二期 平成２３年６月 ４日 ～ 平成２３年７月１５日 

第三期 平成２３年７月１６日 ～ 平成２３年８月 ９日（最終〆切） 

 

申請場所 各キャンパスの学生厚生係・学生課 

 

注意事項 

１．上記対象者は、東北学院大学緊急給付奨学金および東北学院大学給付奨学金に申請する

ことはできない。 

２．本奨学金は、平成２３年度から平成２６年度まで、各年度の申請により採択された者に

給付される。ただし、上記（５）による申請の採択は２００名を越えないものとする。 


